
将棋の部 

 

１. 競技規約は、現行の（公社）日本将棋連盟規定を準用します。 

２. トーナメント方式により行います。 

３. 対局は、平手戦で行います。 

４. 組み合わせは、主催者で決定します。 

５. 競技時間は、持ち時間制（１人３０分）とします。 

６. 審判及び指導者は、日本将棋連盟熊本支部において行います。 

 

・競技者数によっては、運営上２ブロック（Ａ・Ｂ）に分けて行う場合があります。 


